
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 垂水（南多聞台）配水管取替工事その３ 

 契約変更後の概要 

工事概要：布設延長 φ100-153.8m, φ150-111.9m, φ150(給)-3.4m,φ200-167.7m, φ200(給)-3.6ｍ 

φ300-329.7m，φ400-0.8ｍ 

 

     撤去延長  φ150-268.4m, φ150(給)-3.5m,φ200-2.7m, φ200(給)-3.0ｍ,φ250-6.2m, 

φ300-406.2ｍ，φ400-0.8ｍ 

 

設計変更の理由 

 

① 材料・管工について 

現地状況に合わせて配管した結果、数量に変更が生じる。（増） 

  管工事するにあたり、取替の為に断水すると取替地域外への配水が出来ない為、 

不断水式管路遮断弁の設置が必要となった。（増） 

 

   

② 管布設工について 

既設管との連絡工事において、所轄警察署及び交通局、地元住民と断水時間等について 

協議した結果、一部夜間施工となった。（増） 

 

 

③ 舗装復旧号工の変更について 

道路管理者と立会い及び協議した結果、10号工の復旧範囲が10－１号工での復旧に変更となった。（増） 

   

 

④ 付帯工について 

試掘の結果、既設管が街渠の下に配管されており、街渠の撤去,復旧工が必要となった。（増） 

 

 

⑤ 植栽の撤去,復元について 

配管工事をするにあたり、バス停の一時移設が必要になり、道路管理者,交通局,山陽バス 

と協議した結果、バス停の一時移設の為、植栽の撤去,復元による仮バス停のスペース確保が 

必要となった。（増） 

   

   

⑥ 交通誘導警備員について 

夜間施工に伴い昼夜間で交通規制を行うことになり、24時間及び夜間の交通誘導警備員 

の配置が必要となった。（増） 

 

 

 

 

 

 

 

 


